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船橋市教育委員会会議９月定例会会議録 

 

１．日  時  令和３年９月２２日（水） 

開 会  午後 ２時００分 

閉 会  午後 ２時２２分 

 

２．場  所  教育委員室 

 

３．出席委員  教  育  長 松 本  文 化 

委     員 鎌 田  元 弘 

委     員 佐 藤  秀 樹 

委     員 鳥 海  正 明 

委     員 小 島  千 鶴 

 

４．出席職員  教育次長 小 山  泰 生 

管理部長 森    昌 春 

学校教育部長 礒 野    護 

生涯学習部長 三 澤  史 子 

学務課長 日 高  祐一郎 

指導課長 掛 村  利 弘 

総合教育センター所長 仲 臺  和 浩 

教育総務課長 五十嵐  正 樹 

青少年課長 加 藤  宏 之 

郷土資料館長 栗 原  薫 子 

総合教育センター教育支援室長 藤 原  裕 子 

 

５．議 題 

第１ 前回会議録の承認 

第２ 議決事項 

   議案第３８号 船橋市心身障害児就学指導委員会委員の委嘱について 

   議案第３９号 令和３年第３回船橋市議会定例会の議案に対する意見聴取につい

て 

   議案第４０号 令和３年度船橋市教育功労表彰について 

第３ 報告事項 

（１） 令和３年度青少年キャンプの中止について 

（２） 令和３年度船橋市小・中学校音楽発表会（第４２回サマーコンサート）につい 
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    て 

（３） 令和３年度音楽コンクールの結果について 

（４） 第４０回船橋市中学校英語発表会の結果について 

（５） 令和３年度船橋市中学校演劇部夏の発表会の結果について 

（６） 令和３年度夏季研修報告 

（７） 令和３年度青少年キャンプ場イベントについて 

（８） 令和３年度小企画展「最新科学が明らかにしたわたしたちのルーツ」について 

（９） 令和３年度企画展「船橋のいちばん暑かった時－縄文時代前期の地球温暖化－」 

    について 

（１０）その他 

 

６．議事の内容 

【教育長】 

 ただいまから教育委員会会議９月定例会を開会いたします。 

 はじめに、会議録の承認についてお諮りします。 

 ８月１７日に開催しました教育委員会会議８月定例会及び８月２４日に開催しました

教育委員会会議臨時会の会議録をお手元にお配りしてございますが、よろしければ承認

したいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めますので、当該会議録につきましては承認いたします。 

 本日の会議の開催に当たりまして、会議を傍聴したい旨、１名の方より申出がありま

した。傍聴人を入場させてください。 

 傍聴人にお願いがございます。 

 お渡しいたしました傍聴券の裏面に記載されております傍聴人の遵守事項について守

っていただき、傍聴されるようお願いします。遵守いただけない場合には、退室をお願

いする場合もございますので、ご協力ください。 

 それでは、議事に入りますが、議案第３８号及び議案第４０号につきましては、船橋

市教育委員会会議規則第１２条第１項第１号に、議案第３９号につきましては、同規則

第１２条第１項第４号にそれぞれ該当しますので、非公開としたいと思います。 

 また、当該議案につきましては、傍聴人及び関係職員以外の職員にはご退席を願いま

すことから、同規則第７条に基づき、議事日程の順序を変更することとし、報告事項
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（１０）の後に繰り下げたいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めますので、そのようにいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 はじめに、報告事項（１）について、青少年課、報告願います。 

  

【青少年課長】 

 報告事項（１）令和３年度青少年キャンプの中止についてご説明いたします。 

 資料は、本冊１、２ページでございます。 

 毎年夏場に宿泊を伴うキャンプ事業を青少年相談員が主催し、教育委員会が共催する

形で実施をしておりまして、今年度は第５６回目となります。 

 今年度につきましても、当初は９月に千葉県内のキャンプ場で２泊３日のキャンプを

予定しておりましたが、新型コロナウイルスの影響から、近隣の大神保キャンプ場にて、

１０月の２日間での日帰りキャンプを実施することといたしました。 

 ところが、昨今の感染状況から、８月３０日に青少年相談員の会長より事業を中止す

る旨の連絡がございました。所管課といたしましても、キャンプ事業が飲食を伴うこと

もございまして、感染防止の観点から、中止することが適切と判断いたしました。 

 報告事項は以上となります。 

 

【教育長】 

 ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、引き続きまして、報告事項（２）から（９）につきましては、定例の報告

事項であるため、質疑を一括して行いたいと思います。 

 何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 

  

【鎌田委員】 

 英語発表会の件について、こうしたコンクールがあるのは励みになってとてもいいか

と思います。こういったコンクールでは帰国子女、海外生活が長い子たちが活躍するこ

とが多いかと思いますが、そういう経験がなくてもどんどんこの大会に出てくるのか、

その辺の実情を聞きたいです。 
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【指導課長】 

 もともとこの英語発表会自体は、海外生活の経験や両親のうちどちらかが外国人であ

るというような、特別なアドバンテージのある子たちは出られない、純然たる日本にお

ける教育を受けた子たちの英語発表会で、例年ですと、エキシビションという形で、帰

国外国人のお子さんたちにも海外で身につけた力を発表してもらうという機会を設けて

おりました。 

 ただ、今回は、規模をできるだけ縮小して、県大会に出場するお子さんを選ぶという

意味で、エキシビションは除いた本来の発表会の部分のみ開催いたしました。 

 以上です。 

 

【鎌田委員】 

 ありがとうございます。 

 

【教育長】 

 市船の生徒なんかも模範のスピーチをしてくれるんですけれども、今回はそれもなく、

観客もなしで、審査員だけでやっていただいたということです。 

 

【佐藤委員】 

 報告事項（６）の夏季研修報告について、たしかこれは、船橋が中核市だから行って

いることだと思うのですが、例えば、県のこういった研修は別にまたあったりするので

しょうか。 

 

【総合教育センター所長】 

 県の総合教育センターが行う研修についても、船橋市の教員が、希望する研修に手を

挙げて、参加しています。 

 ただ、コロナ禍のこういう状況ですので、県の研修は、千葉県全域から教員が集まる

ということもあって、多くがオンライン研修ですとか資料配信による課題の提出といっ

た対応となっていると聞いております。 

 以上です。 

 

【教育長】 

 悉皆研修は、全部うちでしなきゃいけないんだけれども、県の総合教育センターの希

望研修なんかは、幾らでも希望したら受けられます。 

  

【佐藤委員】 
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 感想ですけれども、これだけいろいろプログラムがある中で、船橋の先生方が切磋琢

磨して学んでいくということはとても大切なことで、こういった夏休み期間に何を学ん

で何ができるか、充実してやっていただければなと思います。 

 以上です。 

 

【教育長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。 

 

【小島委員】 

 発表会全般に関する質問です。発表会の無観客での実施は、今後も想定されるかと思

いますが、そうした中で、映像で残して、ほかの見に来られなかった方たちと共有する

ということが大事になってくるかと思うんですが、それはどのような形で行われていま

すか。たとえば、各学校で誰か人を出して記録しているといった感じなのか、それとも

業者さんが撮影してくれるのが一番いいかなと思うのですけれどもそういった対応をし

ているのか。その辺の実情と今後の取扱いについてうかがいたいです。特に、無観客と

いうことで、普通だったら保護者の方が撮影していたのかなというところが、撮影でき

ないとなったときに、どういったケアをされているのか教えてください。 

 

 

【指導課長】 

 演劇については、私の見ている限りでは、演劇の運営委員の先生方が撮影をしておら

れました。音楽については、専門の業者の方がそれを録音するという形で、販売かどう

かはちょっと分からないんですけれども、プロの方が作っておられました。 

 英語は、担当の指導主事が全員分を撮影したものを、各学校ごとに運営委員の方の力

を借りて編集をして、学校にお送りしたというふうに聞いてはおります。 

 以上です。 

 

【教育長】 

 ほかにいかがですか。 

 それでは、続きまして、報告事項（１０）その他で何か報告したい方はいらっしゃい

ますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、先ほど非公開と決しました議案第３８号から第４０号の審議に入りますの

で、傍聴人の方はご退席願います。 
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（傍聴人退席） 

 

【教育長】 

 それでは、議案第３８号につきまして、総合教育センター、説明願います。 

 議案第３８号「船橋市心身障害児就学指導委員会委員の委嘱について」は、総合教育

センター教育支援室長から説明後審議に入り、全員異議無く原案どおり可決された。 

 

【教育長】 

 続きまして、議案第３９号について、総合教育センター、説明願います。 

  

【総合教育センター所長】 

 議案第３９号についてご説明いたします。 

 別冊１の３ページから６ページをご覧ください。 

 こちらの内容につきましては、感染症蔓延時に児童・生徒が端末を持ち帰ってオンラ

イン学習を行う際、児童・生徒と同じ端末を教員用に購入する契約について、議会の承

認をいただく内容となっております。 

 この内容ですが、前回の８月教育委員会会議定例会において、一度ご説明させていた

だいたものですけれども、８月２３日の入札が不調となりまして、そういったことから、

改めてお願いするものです。 

 令和３年８月２５日に一般競争入札に付し、９月８日の入札では、予定価格内で内田

洋行が落札をし、仮契約を行いました。 

 よろしくお願いいたします。 

 

【教育長】 

 それでは、説明ありましたが、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 それでは、議案第３９号「令和３年第３回船橋市議会定例会の議案に対する意見聴取

について」を採決いたします。 

 ご異議ございませんか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めます。 

 議案第３９号につきましては、原案どおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第４０号の審議に入りますので、関係職員以外の方は退席願います。 
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（関係職員以外の職員退席） 

 

【教育長】 

 それでは、議案第４０号につきまして、教育総務課、説明願います。 

 議案第４０号「令和３年度船橋市教育功労表彰について」は、教育総務課長から説明

後審議に入り、全員異議無く原案どおり可決された。 

 

【教育長】 

 本日予定しておりました議案等の審議を終了いたします。 

 これで教育委員会会議９月定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

午後 ２時２２分閉会 

 

 

令和３年９月２２日 

 


